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9月
• 議連との連携による改訂



脳卒中・循環器病対策基本法成立後の展開

2020年１月

• 対策基本法 施行

• 循環器病対策推進協議会（厚労省）

• 循環器病対策推進基本計画案(対策推進協議会）

2019年12月

7月

10月 • 循環器病対策推進基本計画の閣議決定

• 対策基本法 成立2018年12月

• パブコメ

9月
• 議連との連携による改訂



Ⅰ

基本理念

• 循環器病の予防、循環器病を発症した疑いがある場合における迅速かつ適切な対応の重要性に関する国
民の理解と関心を深めること

• 循環器病患者等に対する保健、医療(リハビリテーションを含む)、福祉に係るサービスの提供が、その
居住する地域にかかわらず等しく、継続的かつ総合的に行われるようにすること

• 循環器病に関する研究の推進を図るとともに、技術の向上の研究等の成果を提供し、その成果を活用し
て商品等が開発され、提供されるようにすること

Ⅱ

法制上の措置

• 政府は、循環器病対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずる。

Ⅲ

循環器病対策推進基本計画の策定等

• 政府は「循環器病対策推進協議会」を設置し「循環器病対策推進基本計画」を策定。少なくとも6年ご
とに変更を行う。都道府県は「都道府県循環器病対策推進協議会」を設置するよう努め、「都道府県循
環器病対策推進計画」を策定。少なくとも６年ごとに変更を行うよう努める。 などⅣ

基本的施策

• ① 循環器病の予防等の推進、② 循環器病を発症した疑いがある者の搬送及び受入れの実施に係る体制の整
備、③ 医療機関の整備、④ 循環器病患者等の生活の質の維持向上、⑤ 保健、医療及び福祉に係る関係機関
の連携協力体制の整備、⑥ 保健、医療又は福祉の業務に従事する者の育成、⑦ 情報の収集提供体制の整備、

⑧ 研究の促進 など

脳卒中、心臓病その他の循環器病が、国民の疾病による死亡・介護の主要な原因になっている現状に鑑み、
循環器病予防等に取り組むことで、国民の健康寿命の延伸を図り、医療・介護の負担軽減に資する。

趣旨

概要

健康寿命の延伸等を図るための

脳卒中、 心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 概要
平成30年12月14日公布、令和元年12月１日施行

資料１

第１回循環器病対策推進協議会 資料(令和２年１月17日)



脳卒中・循環器病対策基本法成立後の展開

2020年１月

• 対策基本法 施行

• 循環器病対策推進協議会（厚労省）

• 循環器病対策推進基本計画案(対策推進協議会）

2019年12月

7月

10月 • 循環器病対策推進基本計画の閣議決定

• 対策基本法 成立2018年12月

• パブコメ

9月
• 議連との連携による改訂



第一条 目的

この法律は、脳卒中、心臓病その他の循環器病(以下単に「循環器病」
という。)が国民の疾病による死亡の原因及び国民が介護を要する
状態となる原因の主要なものとなっている等循環器病が
国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状に鑑み、
循環器病の予防に取り組むこと等により国民の健康寿命(健康上の
問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間もいう。)の
延伸等を図り、あわせて医療及び介護に係る負担の軽減に資するため、
循環器病に係る対策(以下「循環器病対策」という。)に関し、
基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び保健、
医療又は福祉の業務に従事する者の責務を明らかにし、
並びに循環器病対策の推進の関する計画の策定について定める
とともに、循環器病対策の基本となる事項を定めることにより、
循環器病対策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。



2018年12月10日国会で成立
12月14日公布(官報掲載)

平成30年法律第105号
官報12月14日号外第276号



市民の啓発と医療機関の整備が
最重要

危険因子の積極的な管理で予防可能

早期治療*で死亡は減少，

転帰は明らかに軽症化

 適切なリハビリテーションで転帰改善**

*血栓溶解療法，血栓回収療法 **早期リハビリテー
ション

脳卒中・循環器病の撲滅には…

監修：日本脳卒中協会

脳卒中・循環器病対策基本法



脳卒中死亡率の地域較差

⇒医療の較差？生活習慣の差？

 rt-PAによる経静脈的血栓溶解療法適用率

• 地域較差

• 日本全体でも実施率が低い

⇒一般市民，かかりつけ医への啓発の必要性

がん対策基本法の法制化（2007年4月より施行）

⇒対策の強化実現

行政の対応のしくみ

監修：日本脳卒中協会

基本法の立法活動のきっかけ



脳卒中・循環器病対策の現状

総合的な対策を立てることが困難なしくみ

内容 担当部署

予防 「健康日本２１」や特定健診・特定
保健指導中心

厚労省健康局

救急搬送 改正消防法が規定する救急搬
送及び受け入れの実施に関する
ルール（実施基準）に基づく

総務省消防庁

急性期から
維持期の
医療

医療計画の５疾病５事業の一つ 厚労省医政局

介護 介護保険等に基づく 厚労省老健局

社会福祉 厚労省社会・援護局

監修：日本脳卒中協会

■これまでの脳卒中・循環器病対策はバラバラ，担当部署も多岐にわたる



 中央省庁の抜本的な改革

 法律による規整 対策基本法

監修：日本脳卒中協会

これらを解決するには…

構造と考え方の…



脳卒中・循環器病対策基本法の制定を！

基本法とは？

⇒ 法律のなかでも，とくに，基本方針を示すものです。

基本法があると？
⇒ 基本法に示された理念や方針に基づいて，

行政は必要な対策を実施します。

脳卒中，循環器病対策の基本法が制定されると？

⇒ 国を挙げて，対策を行うようになります。

監修：日本脳卒中協会

脳卒中・心臓病を予防し後遺症を減らすために



脳卒中・循環器病対策基本法ができると…

省庁部署横断的に国は脳卒中・循環器病対策推進基本計画を策
定し，都道府県はそれに基づいて都道府県対策推進計画を策定
し，各々がその効果を評価し，少なくとも6年毎に計画を見直す仕
組みができる。

１）包括的な脳卒中・循環器病対策の推進

監修：日本脳卒中協会

脳卒中・循環器病対策
推進基本計画の策定

都道府県
脳卒中・循環器病対策
推進計画の策定

少なくとも6年毎
の評価・見直し

少なくとも6年毎
の評価・見直し

都道府県

実施実施

国



２）関係者の意見に基づく脳卒中・循環器病対策の策定

監修：日本脳卒中協会

脳卒中・循環器病対策基本法ができると…

国の脳卒中対策推進基本計画，都道府県の脳卒中対策推進計
画は，脳卒中・循環器病対策に関係する者から構成される脳卒
中・循環器病対策推進協議会の意見を反映しなければならない
ことになっている※。

⇒ 地域の専門家，患者，家族の意見が反映されるようになる。

※都道府県については，努力目標。 （第九条第四項，第十一条第二項をもとに作成）



３）予防や発症時の対応についての知識の普及

国や地方公共団体が，脳卒中・循環器病予防だけでなく，それら
の症状と，それらを疑ったらすぐに救急車を呼ぶべきことについて，
市民啓発を行うようになる。

⇒ 発症早期に専門的治療を受ける患者が増え，
後遺症がほとんど残らない患者が増えることが期待できる。
ことが期待できる。

監修：日本脳卒中協会

ACT  FAST !
F: face

A: arm

S: speech

T: time

脳卒中・循環器病対策基本法ができると…

rt-PA

（第二条第一項をもとに作成）



2020

ELQ32G022E

医療保険者は脳卒中・循環器病予防について，国や地方公共団
体に協力しなければならない

⇒ 予防にレセプトデータを活用することも可能になり，
効果的な予防が実現されると思われる．

監修：日本脳卒中協会

４）医療保険者の予防，市民啓発への関与

医療保険者
• 国
• 地方公共団体

脳卒中・循環器病対策基本法ができると…

（第五条をもとに作成）



（情報の収集提供体制の整備等）

第十八条

２ 国及び地方公共団体は，循環器病に係る予防，診断，治療，

リハビリテーション等に関する方法の開発及び医療機関等にお

けるその成果の活用に資するため，国立研究開発法人国立循

環器病研究センター及び循環器病に係る医学医術に関する学

術団体の協力を得て，全国の循環器病に関する症例に係る情

報の収集及び提供を行う体制を整備するために必要な施策を

講ずるよう努めるものとする。

監修：日本脳卒中協会

参議院法制局ウェブサイト. 健康寿命の延伸等を図るための循環器病（脳卒中等）対策基本法案の概要より作成. 
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/bill/pdf/h30-105gy.pdf （2020年4月閲覧）

③「症例情報その他」が情報収集・提供事業に加わった

脳卒中・循環器病対策基本法



第三章 基本的施策 （循環器病の予防等の推進）

第十二条

国及び地方公共団体は，喫煙，食生活，運動その他の生活習
慣及び生活環境，肥満その他の健康状態並びに高血圧症，脂質
異常症，糖尿病，心房細動その他の疾病が循環器病の発症に及
ぼす影響並びに循環器病を発症した疑いがある場合の対応方法
に関する啓発及び知識の普及，禁煙及び受動喫煙の防止に関す
る取組の推進その他の循環器病の予防等の推進のために必要な
施策を講ずるものとする。

監修：日本脳卒中協会

参議院法制局ウェブサイト. 健康寿命の延伸等を図るための循環器病（脳卒中等）対策基本法案の概要より作成. 
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/bill/pdf/h30-105gy.pdf （2020年4月閲覧）

④禁煙対策の特記

脳卒中・循環器病対策基本法



附則 第三条

政府は，てんかん，失語症等の脳卒中の後遺症を有する者が
適切な診断及び治療を受けること並びにその社会参加の機会
が確保されることが重要であること等に鑑み，脳卒中の後遺症
に関する啓発及び知識の普及，脳卒中の後遺症に係る医療の
提供を行う医療機関の整備及び当該医療機関その他の医療機
関等の間における連携協力体制の整備，脳卒中の後遺症を有
する者が社会生活を円滑に営むために必要な支援体制の整備
等について検討を加え，その結果に基づいて所要の措置を講ず
るものとする。

監修：日本脳卒中協会

参議院法制局ウェブサイト. 健康寿命の延伸等を図るための循環器病（脳卒中等）対策基本法案の概要より作成. 
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/bill/pdf/h30-105gy.pdf （2020年4月閲覧）

⑤附則への脳卒中後遺症対策の特記

脳卒中・循環器病対策基本法



附則 第二条

肺塞栓症，感染性心内膜炎，末期腎不全その他の通常の循環
器病対策では予防することができない循環器病等に係る研究推
進，対策について検討・所要の措置。

歯科疾患と循環器病の発症との関係に係る研究推進。

２ 糖尿病に起因して人工透析を受けている者等の下肢末梢動
脈疾患患者・家族に対する知識の普及，連携協力体制の整備，
医療従事者の下肢末梢動脈疾患の重症度の評価等に関する知
識の習得の促進等についての検討・所要の措置。

脳卒中・循環器病対策基本法へ

監修：日本脳卒中協会

参議院法制局ウェブサイト. 健康寿命の延伸等を図るための循環器病（脳卒中等）対策基本法案の概要より作成. 
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/bill/pdf/h30-105gy.pdf （2020年4月閲覧）

⑥その他の検討事項の附則への追記



（政府）

循環器病対策推進
基本計画

（都道府県）

都道府県循環器病
対策推進計画

責務の実施

• 国・地方公共団体
• 医療保険者
• 国民
• 保健・医療・福祉業務従事者

少なくとも6年毎の
基本計画の見直し

基本法の枠組み

循環器病対策推進協議
会を設置し，その意見を
聴く

都道府県循環器病
対策推進協議会を
設置するよう努め，
その意見を聴く

監修：日本脳卒中協会



第九条

政府は，循環器病対策の総合的かつ計画的な推進を図るため，
循環器病対策の推進に関する基本的な計画（以下「循環器病対
策推進基本計画」という。）を策定しなければならない。

２ 循環器病対策推進基本計画に定める施策については，原則と
して，当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定める
ものとする。

６ 政府は，適時に，第二項の規定により定める目標の達成状況
を調査し，その結果をインターネットの利用その他適切な方法
により公表しなければならない。

監修：日本脳卒中協会

循環器病対策推進基本計画

参議院法制局ウェブサイト. 健康寿命の延伸等を図るための循環器病（脳卒中等）対策基本法より作成
https://houseikyoku.sangiin.go.jp/bill/pdf/h30-105.pdf （2020年4月閲覧）



(1) 啓発及び知識の普及，禁煙・受動喫煙の防止の取組の推進
等の循環器病の予防等の推進に係る施策（第十二条）

(2) 循環器病を発症した疑いがある者の搬送及び医療機関によ
る受入れの迅速かつ適切な実施を図るための体制の整備，
救急救命士・救急隊員に対する研修の機会の確保等に係る
施策（第十三条）

(3) 専門的な循環器病医療の提供等を行う医療機関の整備等に
係る施策（第十四条）

(4) 循環器病患者及び循環器病の後遺症を有する者の生活の質
の維持向上に係る施策（第十五条）

監修：日本脳卒中協会

8つの基本的施策①

参議院法制局ウェブサイト. 健康寿命の延伸等を図るための循環器病（脳卒中等）対策基本法より作成
https://houseikyoku.sangiin.go.jp/bill/pdf/h30-105.pdf （2020年4月閲覧）



監修：日本脳卒中協会

(5) 循環器病患者等に対する保健・医療・福祉に係るサービスの
提供に関する消防機関，医療機関等の連携協力体制の整備
に係る施策（第十六条）

(6) 循環器病に係る保健・医療・福祉の業務に従事する者の育
成・資質の向上に係る施策（第十七条）

(7) 循環器病に係る保健・医療・福祉に関する情報（症例情報そ
の他）の収集・提供を行う体制の整備，循環器病患者等に対
する相談支援等の推進に係る施策（第十八条）

(8) 循環器病に係る研究の促進等に係る施策（第十九条）

8つの基本的施策②

参議院法制局ウェブサイト. 健康寿命の延伸等を図るための循環器病（脳卒中等）対策基本法より作成
https://houseikyoku.sangiin.go.jp/bill/pdf/h30-105.pdf （2020年4月閲覧）



５．その他の事項

（２）都道府県計画の策定

法第11条第１項において、都道府県は、基本計画を基本

とするとともに、当該都道府県における循環器病の予防

並びに循環器病患者等に対する保健、医療及び福祉に

係るサービスの提供に関する状況、循環器病に関する

研究の進展等を踏まえ、当該都道府県における循環器

病対策の推進に関する計画（都道府県計画）を策定しな

ければならないこととされており、法第21条第１項におい

て、都道府県は、都道府県循環器病対策推進計画を策

定及び変更するに当たり、都道府県循環器病対策推進

協議会を置くよう努めなければならないこととされている。

循環器病対策推進基本

計画（案）



それぞれの個別施策については
現状と 取り組むべき施策が
総論的に記載されている

国の基本計画に基づき、
地域事情にあわせた
都道府県計画として
具体的な目標設定など
実効性のある対策が必要

都道府県循環器病対策推進計画の
的確な策定が対策の推進に重要



実効性のある対策推進計画の策定～ロジックモデルの活用～

• アウトカムと指標の設定
• 都道府県計画にはロジックモデルの
活用を想定（日本脳卒中学会・日本循環器学会）





実効性のある対策推進計画の策定～ロジックモデルの活用～



2020,09,19日本脳卒中学会 都道府県脳卒中対策推進委員長会議資料




